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１．計画策定の背景と目的 

《母子家庭・父子家庭など「ひとり親家庭」の増加》 

近年、離婚件数等の増加にともない、母子家庭や父子家庭などのいわゆる「ひとり親

家庭」が全国的に増えています。 

ひとり親家庭は、子育てと生計の担い手という二つの役割を保護者が一人で担う直後

からその生活は大きく変化し、子どもの養育、住居、収入など日常生活全般にわたるさ

まざまな困難に直面することになります。 

特に母子家庭においては、子育てをしながら、収入面・雇用条件面でよりよい職業に

就き、経済的な自立と生活の安定を図っていくことが、母にとっても、子どもの成長に

とっても重要なことであり、自立支援策の充実がこれまで以上に求められています。ま

た、寡婦についても、収入が低い状況にあり、経済的不安のほか、加齢にともない健康

面で不安を抱える人が多くなっています。 

一方、父子家庭においては、すでに家計の担い手として就労している場合が多く、就

労面や経済的な面で母子家庭ほどの困難をともなうことはないものの、子どもの養育や

家事など生活面において多くの問題を抱えており、社会的な支援が必要となっています。 

 

《「母子及び寡婦福祉法」の改正に基づく『自立促進計画』の策定》 

このような状況を受け、国においては、ひとり親家庭等を対象とする施策を抜本的に

見直し、新しい時代に的確に対応できるよう平成14年11月に「母子及び寡婦福祉法」

を改正し、平成15年４月から施行しました。この改正は「きめ細やかな福祉サービスの

展開」と「自立・就業の支援」に主眼をおいたもので、その具体策の一つとして、地方

公共団体における各種支援策を計画的に推進するための自立促進計画の策定を求めてい

ます。 

泉南市では、平成17年３月に策定した「泉南市次世代育成支援対策地域行動計画」の

なかで、「ひとり親家庭の支援」に関する施策の方向を示していますが、市内のひとり親

家庭等を取り巻くさまざまな状況を的確に把握したうえで、その自立を支援するための

施策を総合的かつ計画的に展開していくために、「泉南市母子家庭等自立促進計画」を策

定することとしました。 

 



■ 泉南市母子家庭等自立促進計画□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ 

 - 2 -

 

国における母子寡婦福祉制度の主な変遷 

時 期 内 容 

昭和４年 
「救護法」（昭和7年実施） 

・母と１歳未満の乳児からなる貧困母子家庭に対する生活扶助、医療扶助 

昭和12年 
「母子保護法」（昭和13年施行） 

・母と13歳以下の子からなる貧困母子家庭への扶助 

昭和24年 

「母子福祉対策要綱」 

・生活力の弱い母子家庭の保護、次代を担う子どもの健全育成などの観点から、公的扶助の徹底、居住環境

改善、就職斡旋、技能取得促進、保育所優先入所、育英資金貸付の実施、その他課税上の考慮 

昭和27年 「母子福祉資金の貸付等に関する法律」 

昭和34年 「国民年金法」（母子年金・母子福祉年金の支給、死別母子世帯のみ対象） 

昭和36年 「児童扶養手当法」 

昭和39年 
「母子福祉法」制定（昭和39年7月1日施行） 

・母子福祉の基本理念と総合施策の推進 

昭和44年 

「寡婦福祉資金貸付制度」の創設 

・40歳以上の寡婦の自立促進と生活の安定を図るため、知識技能習得講習会、

専門相談の実施、寡婦等自立促進事業の実施 

昭和56年6月 
「母子福祉法」改正（「母子及び寡婦福祉法」に改名、昭和57年4月施行） 

・対象の拡充（寡婦を対象） 

平成２年6月 
「母子及び寡婦福祉法」一部改正（平成3年1月1日施行） 

・母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業など 

平成８年12月 中央児童福祉審議会中間報告「母子家庭の実態と施策の方向について」 

平成９年12月 
中央児童福祉審議会児童扶養手当部会報告 

・児童扶養手当の給付を重点化・効率化・有期化することを提言 

平成10年8月 
厚生省児童家庭局長通知、児童扶養手当施行規則改定 

・児童扶養手当の所得制限額の大幅引き下げ、父親からの認知による支給制限が撤廃 

平成11～12年 
「母子及び寡婦福祉法」一部改正 

・介護人派遣事業の実施ほか 

平成14年3月 
「母子家庭等自立支援対策大綱」 

・母子家庭等対策についての施策の基本方針を示す 

平成14年8月 
「児童扶養手当法施行令」一部改正（平成14年8月1日施行） 

・児童扶養手当について、就労による自立を促進する仕組みとするため支給額を見直し 

平成14年11月 

「母子及び寡婦福祉法」一部改正（平成15年4月1日施行） 

・母子家庭等に対する子育て支援の充実、就業支援策の強化、養育費の確保、経済的支援、国

による基本方針策定、都道府県等における自立促進計画の策定等を明確化 

平成15年3月 

「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上の措置に関する基本的な方針」の策定

（平成15年3月19日告示） 

・都道府県・政令指定都市等が策定する自立促進計画の指針 

平成15年７月 

「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」 

（平成15年8月11日施行、平成20年３月末までの時限立法） 

・母子家庭の就労支援について、立法措置を行った。児童扶養手当の支給開始後一定期間を経過した場合等

における児童扶養手当の支給が制限される措置の導入に関して、特別な措置を講じる。 
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２．計画の位置づけと期間 

(1)計画の位置づけ  

この計画は、母子及び寡婦福祉法第12条に基づき、泉南市のひとり親家庭等の自立支

援を総合的に推進するための「基本的計画」として位置づけるものです。 

同時に、大阪府の母子家庭等自立促進計画や「第４次泉南市総合計画」を上位計画と

し、「泉南市次世代育成支援対策地域行動計画」など、各分野の関連計画等との整合・調

整を図りながら策定するものです。 

 

上位計画・関連計画における計画内容 

第４次泉南市総合計画 基本構想・基本計画（平成14年３月策定） 

市の将来像 水・緑・夢あふれる生活創造都市 泉南 

基本構想 

まちづくりの基本方向（施策の大綱） 

２．げんきなまち、やさしさのあるまち 

(2)ともに生きる社会づくり（抜粋） 

子育て支援を総合的・計画的に推進し､すべての子どもが健やかに成長し､

子どもをもちたい人が安心して子どもを生み育てることのできる社会づくり

を進めます。また、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に努めます。 

基本計画 

基本計画／第２章 げんきなまち、やさしさのあるまち 

第２節 ともに生きる社会づくり／４．児童福祉 

①相談体制の充実（抜粋） 

ひとり親家庭の精神的な負担の軽減を図るため、母子相談員や民生・児

童委員などと連携し、相談指導の充実に努めます。 

④生活援助の充実 

ひとり親家庭における生活の安定と経済的自立を支援するため、母子家

庭に対する年金や手当・貸付金制度などの充実とともに、父子家庭に対し

ても、母子家庭に準じた各種制度の整備を国・府に要請します。 

⑤自立促進対策の充実 

ひとり親家庭の保護者が疾病・出産などにより、子どもの養育などが困

難である場合には、子育て支援短期利用事業を推進します。また、介護を

必要とする場合には介護人派遣制度の利用を促進します。 

さらに、公共職業安定所との連携を図り、雇用情報の提供に努めます。

また、時代に適応した技術・技能修得のための講座の開設を、府などと連

携して行うように努めます。 
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泉南市次世代育成支援対策地域行動計画（平成17年３月策定） 

基本理念 子どもとおとなが、ともに夢や希望を語り、育むまち・泉南 

重点課題 

「障がい」児を育てる、ひとり親で育てる、あるいは虐待に追いつめられる

親など、特別な支援が必要です。きめ細やかな特別支援の充実に取り組むこと

が必要です。 

基本的視点 

(2)出生前から思春期まで、すべての子育て家庭を支援すること（抜粋） 

在宅子育て家庭、共働き家庭、ひとり親家庭、祖父母が育てる家庭、外国

籍の家庭、再婚家庭等々、子どもが育つ家庭の形はさまざまです。保護者の

働き方も多様化が進んでいます。多様な家庭を認めあい、それぞれの家庭の

ニーズに応じたきめ細かな支援づくりをめざします。 

基本目標・

行動計画 

基本目標２ 子育て家庭を支援する仕組みづくり 

課題(3)子育てと仕事の両立支援／①保育サービスの充実 

９．ひとり親家庭の支援 

ひとり親家庭の生活の安定を図るため、それぞれの家庭の状況に応じ、

経済的自立に向けての就労支援などに努め、日常生活の支援にも取り組み

ます。 

課題(5)子育て家庭への経済的支援／①子育て家庭への経済的支援 

２．児童扶養手当の支給 

父がいない・父に重度の障がいがあり、18歳に達した年度末まで児童を

養育している方に支給します。 
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(2)計画の対象  

この計画は、母子及び寡婦福祉法第11条に定める「母子家庭及び寡婦の生活の安定と

向上のための措置に関する基本的な方針」を踏まえ、母子家庭・父子家庭及び寡婦を対

象とします。 

計画中の表記については、「ひとり親家庭等」は母子家庭・父子家庭・寡婦を、「ひと

り親家庭」は母子家庭・父子家庭をそれぞれ指すものとして表現します。また、この計

画における「寡婦」とは、配偶者がおらず、かつて配偶者のいない状態で20歳未満の子

どもを養育したことがある人のことを意味します。 

なお、ひとり親家庭の子どもを含め、すべての子どもとその親（保護者）を対象とす

る施策については、「泉南市次世代育成支援対策地域行動計画」で定めていますが、この

計画における施策のなかにも一部分含まれているものがあります。 

 

 

(3)計画の期間  

この計画の期間は、平成20年度から平成24年度までの５年間とします。 

ただし、国や大阪府、本市の上位計画の動向などにともない、適宜、必要な見直しを

行います。 

 

 

 

３．計画の策定体制 

計画の策定にあたり、市内在住の母子・寡婦家庭の方々を対象とするアンケート調査

を実施するとともに、児童扶養手当の現況届時の聞き取りなどを通じて、生活の実態や

意識等の把握に努め、策定の基礎資料とします。 

策定作業については、母子寡婦福祉会をはじめとする市民及び関係団体の代表、学識

経験者、関係行政機関の職員等で構成される「泉南市母子家庭等自立促進計画策定委員

会」を設置し、現況・課題の整理や施策の推進方向の協議を進めるとともに、事務局が

作成する計画素案に対する審議を行っていただく予定です。 

 

 




